
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜 日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 祝 木
～8:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8:30 ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ×

9:00 ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ×

9:30 ◎ × ◎ ○ × ◎ × × × ◎ ○ ○ ◎ × ◎ × ◎ ○ ○ ◎ × ◎ × ◎ ○ × ◎ × ○ ×

10:00 ◎ × ◎ ○ × ◎ ◎ × ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × ◎ ◎ ○ ◎

10:30 ◎ × ◎ ○ × ◎ ◎ × ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × ◎ ◎ ○ ◎

11:00 ◎ × ◎ ○ ○ ◎ ◎ × ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × ◎ ◎ ○ ◎

11:30 ◎ × ◎ ○ ○ ◎ ◎ × ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × ◎ ◎ ○ ◎

12:00 ◎ × ◎ ○ ○ ◎ ◎ × ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × ◎ ◎ ○ ◎

12:30 ◎ × ◎ ○ ○ ◎ ◎ × ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × ◎ ◎ ○ ◎

13:00 ◎ × ◎ ○ ○ ◎ ◎ × ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ × ◎ × ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × ◎ ◎ ○ ◎

13:30 ◎ × ◎ ○ ○ ◎ ◎ × ◎ ◎ ○ ○ ◎ × × ◎ × ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × ◎ ◎ ○ ◎

14:00 ◎ × ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ × × ◎ × ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × ◎ ◎ ○ ◎

14:30 ◎ × ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ × × ◎ × ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × ◎ ◎ ○ ◎

15:00 ◎ × ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ × × ◎ × ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × ◎ ◎ ○ ◎

15:30 ◎ × ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ × × ◎ × ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × ◎ ◎ ○ ◎

16:00 ◎ × ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ × × ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × ◎ ◎ ○ ◎

16:30 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ × × ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × ◎ ◎ ○ ◎

17:00 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ × × ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × ◎ ◎ ○ ◎

17:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

18:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

18:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

19:00～ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

関与先様への対応（資料の受け渡しを含みます）可能時間帯は、上の表に準じます（×印以外が「可能」）

2026年4月から当面の間、火曜日と木曜日の8:30・9:00・9:30開始分の面談は中止します

出張（事務所外）による面談が可能な時間帯は、◎・○印の一部に限定されます。予約の際にお問い合わせください
事務所外での無料相談は行いません

2026年4月

2026年4月2日現在の状況です　　　【◎・○→予約可能　　　×・☆→予約不可】
相談開始時刻（予約時刻）で示しています　　　　　　　　　　☆印の時間帯は、関与先様への対応（資料等の受け渡し）のみとなります（相談は休止）

◎は、無料相談の対象時間帯（予約可能）です。無料相談は個人の納税者に限るほか、条件がありますので、予約前にご確認ください

背景が色付きの時間帯は、相談料が時間外料金となります（無料相談はありません）。時間外相談は、7日前までにご予約ください

予約は先着順ですが、税理士会の行事等がある場合には、日時の変更をお願いすることがあります


